
〈
特

集
「

ア
ジ

ア
に

お
け

る
平
和
の
思
想
」
２
〉

ア
ジ
ア
母
性
社
会
に
お
け

る
救
済
論

―

東
ア
ジ
ア
共
同
体
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ソ
、
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
―

国
内
に
お
い
て

東
ア
ジ
ア
共
同
体
を

め
ぐ
る
論
議
が
盛
ん
と
な

っ
た
の
は
、

二
〇
〇
五

年
ご
ろ
か
ら
で

あ
る
。
他
方

に
お
い
て
、
北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
海

へ
の
ミ
サ
イ
ル
発

射
、
中
国
に
よ
る
一
方
的
な
資
源
開
発
を
め
ぐ
る

ト
ラ
ブ

ル
な
ど
、
日
本
の
安
全
と
平
和
に
対
す
る
挑
戦
も
発
生
し
て
い
る
。
平
和
を

目
標
と
す
る
様
々
な
試

み
は
行
わ
れ
て

い
る
が
、
国
家
間
の
対
立

は
鮟
し
く

、

諸
問
題
の
平
和

的
解
決
へ
の
道
程
は
遠

い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ

る
。
す
で

に

ヨ
―
ロ
ッ

パ
に
お
い
て

人
・
物
・

サ
―
ビ
ス
・
金
融

に
関
し
て
共
通

の
プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ
―
ム
を
実
現
し
た
Ｅ
Ｕ
は
、
域
内
各
国
の
言
語
的
・
文
化
的

・
歴

史
的
な
相
違
と
対
立
を
克
服
し
つ
つ
あ

る
か
に
見
え
る
が
、
提
唱

さ
れ
て

い

る
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
最
大
の
困
難

は
、
中
国
・
北
朝
鮮
の
二
国
が
共

産
主

義
国
で
あ
る
点
に
存
在
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
両
国
と
海
を
隔
て
て
接
し

て

い
る
日
本
に
と
っ
て

、
両
国

は
安
全
保
障
面

に
お
い
て
仮
想
敵
国
で

あ
り

両
国
に
と

っ
て

も
日
本
は
仮
想
敵
国
で
あ
る
。
日
本
側

か
ら
両
国

に
対
し
て

山
　
囗
　
廸
　

彦

軍

事
行
動

に
出

た
こ
と
は
戦
後
六
二
年
間
で
一
度
た
り
と
も
な
い
の
に
対

し

て

、
中
国

は
九

六
年
三

月
に
台
湾
近
海

に
ミ
サ
イ
ル
を
打
ち
込
ん
だ
し
、
ノ

ド
ン
・

ミ
サ
イ

ル
ニ
○
○

発
の
保
有
を
背
景
と
し
て

昨
年
六
発
の
ミ
サ
イ

ル

を
日
本
海

に
北
朝
鮮
が

打
ち
込
ん
だ
こ
と

は
、
世
界

を
震
撼
さ
せ
た
。
さ
ら

に
、
北
朝
鮮
の
核
開
発

へ
の
資
金
と
技
術

は
、
四
〇
〇

発
以

上
の
核
弾
頭

を

保

有
す

る
中
国

の
支
援

に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
大
法

学
者
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
『
権
利
の
た
め
の
闘
争
』
冒
頭
に
あ

る
通
り

、
平
和

を
目
指
す
過
程
は
闘
争
で

あ
り
、
軍
事
的
抑
止
力
に
よ

っ
て

平
和

が
結
果
と

し
て

得
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
平
和
は
自
己
目
的
化
さ
れ
る

性
質

の
も

の
で

は
な
く
、
い
く
ら
議
論
し
て
も
議
論
に
よ

っ
て
平
和
が
得
ら

れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
Ｅ
Ｕ

が
一
応
成
功
し
つ
っ
あ
る
の
は
、
旧
ソ
連
・
東

欧
の
自
己

破
壊

と
い
う
歴
史
が
背
景
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
経

済
面
で

は
一
応

の
実
現
を
み
て
い
る
東

ア
ジ
ア
共
同
体
が
政
治
的
・
法
的
・

16



文
化
的
・
軍

事
的
に
構
築
可

能
と
な
る
た

め
に
は
、
中
国
・
北
朝
鮮
の
共
産

主
義
が
漸
次
的
に
解
体
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

平
和
を
め
ぐ

る
ア
ジ
ア
の
こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
の
も
と
で
、
本
報
告
で

は
、
下

記
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
社
会
が
基
本
的

に
母
性
社
会
で
あ
る
と
の
立
論

に
よ

っ
て

、
ま
ず
啓
蒙

主
義
と
闘

っ
た
。バ
ハ
オ
ー

フ
ェ
ン

『
母
権
論
』
に
お

け
る
母

権
理
論
を
取
り

上
げ
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
敦
煌
文
書
の
目

連
救
母

変
文

を
取
り
上

げ
る
。
そ
し
て
、

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
に
輝
く
キ
ッ
プ

リ
ン
グ
の
作
品

『
キ
ム
』

の
背
景
と
な

っ
て
い
る
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー

ム
の
時

代

を
、
敦
煌
文
書
発
見

の
背
景

と
な

っ
て
い
た
情
報
戦
に
着
目
し
つ
つ
分
析

す

る
。
も
と
も
と
目
連
変
文

に
見
ら

れ
る
地
獄
の
思

想
は
、
西

ア
ジ
ア
起
源

で
あ
り
、
古
代

メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
辺
り

か
ら
ギ
リ

シ
ヤ
に
伝
来
し
て

、
酒
神
デ

ィ
オ
エ
ソ

ス
に
も
救
母
伝
説
が

伝
え
ら

れ
、
こ
れ
が
、
イ
ン
ド
・
ガ
ン
ダ
ー

ラ
を
経
て
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
伝
わ
り
、
敦
煌
の
目

連
変
文

に
伝
え

ら
れ
た
、

と
思

わ
れ

る
。
目
連
救
母
伝
説

は
、
経
典
と
な
っ
て

日
本
に
も
伝
え

ら
れ
、

立
山
・
室
堂

の
地
獄
図

の
中

に
も
描
か
れ
た
。
本
報
告
の
結
論
と
し
て
は
、

一
、
文
明
の
ア

ジ
ア
起
源
　

二

、
二
〇

世
紀
冒
頭

の
敦
煌
文

書
の
発

見
は
西

欧
先
進
諸
国
の
帝
国
主
義
的
戦
争

の
前
哨
戦
と
し
て

の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
情

報
戦
で
あ

っ
た
こ
と
　

三
、
目
連
救
母

説
話
は
、
地

獄
と
い
う
戦
争

状
態
の

な
か
に
お
い
て
母
と
い
う
平
和

を
求

め
る
人
間

の
姿
に
他
な
ら

な
い
こ
と

四
、
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
は
。
要
支
援

・
要

介
護

に
誰
も

な
り
う

る
の
で

あ

っ
て
、
母

を
地
獄
か
ら
救
わ

ん
と
す

る
目
連

の
姿

は
、
私

た
ち
の
姿
で

も

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
獄
に
苦
し
む
母
の
姿
も
私
た
ち
の
姿
で
あ
る
こ
と
、

な
ど
で

あ
る
。一

も
と
も
と
文
明

は
、

ア
ジ
ア
の
地

か
ら
発
し
て
の
ち
、
西
欧
世
界

に
波
及

し

た
の
で
あ

っ
て
、
そ

の
逆
で

は
な
い
。
こ
の
点
は
、
大
法
学
者
イ

ェ
ー
リ

ン
グ
の
遺
著
の
冒
頭

が
指
摘
す
る
通
り
で

あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
東
洋
は
文

化
の
歴
史
的
郷
土
で
あ
り
、
文
化
は
こ
の
郷
土
か
ら
西
洋
に
も
た
ら
さ
れ

た
」
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
科
学
技
術
の
発
展
、
近
代
合
理
主
義
の
展

開
が

ア
ジ
ア
に
先
ん
じ
て
欧
米
に
起
こ
り
、
ア
ジ
ア
は
欧
米
に
遠
く
遅
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
近
代
西
欧
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の

『
種
の
起
源
』
（
一
八
五
九
年
）
と

マ
ル

ク
ス

『
政
治
経
済
学
批
判
』
（
一

八
五
九
年
）
で
あ

っ
た
が
、
同

年
に

ス
イ

ス
・

バ
ー
ゼ
ル
の
刑
事
裁
判

官
バ

ハ
オ
ー

フ
ェ
ン
の
著
し

た

『
古
代
人
墳
墓

象
徴
試
論
』
（
一
八
五
九
年
）
、
二

年
後

の
著
作

『
母

権
論
』
（
一
八
六
一
年
）
は
今
日
ま
で
西
欧
の

一
部
の

ロ
マ

ン
主
義
者
た
ち

に
影
響
を
与
え

た
も
の
の
、
大
学

ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
無
視
す

る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
き
た
。

け
れ
ど
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
、
社
会
的
進
化
論
へ
変
容
し
て
近

代
西
欧
の
学
問
の
基
底
を
動
か
し
な
が
ら

、
遂

に
は
ナ
チ
ズ

ム
に
見
ら

れ
る

極
端
な
人
種
差
別
主
義
へ
と
辿
り
着
き

、
破
産
す
る
に
至

っ
た
。

マ
ル
ク
ス

主
義
も
ま
た
レ
ー
ユ
ン
の
死
後

、
一
国
社
会
主
義
建
設
可

能
論
を
核
心
と
す

る
ス
タ
―
リ
ン
主
義
へ
と
変
容
し
、
世
界
を
自
由
主
義
諸
国
と
二
分
し
た
ソ

連
・
東
欧
は
一

九
八
九
～
一
九
九

二
年

に
自
己
崩
壊
し
て

い
っ
た
。

二
〇
世

アジア母性社会における救済論17



紀

は
ナ
チ
ズ

ム
、
マ
ル
ク
ス
主

義
に
見
ら
れ
る
啓
蒙
主
義
の
時
代
で
あ

っ
た

が
、
こ
の
間
、
隠
れ
て
い
た
啓
蒙
主
義
は
ニ
一
世
紀
に
入
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ

リ

ズ
ム
と
な

っ
て
顕
在
化
し
て

き
た
。
現
代

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
の
典
型

は
、

市
場
原

理
主
義
、
国
境
を
越
え

た
自
由
貿
易
を
謳
う
Ｗ
Ｔ
Ｏ

に
見
ら
れ

る
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ

は
、
西
欧
原
理
に
も
と
づ
く
自
由
貿
易

を
あ
ら
ゆ

る
産
物

に
つ

い
て

要

求
し
て
お
り
、
国
内
事
情
が
ま
こ
と

に
多
様
で
あ

る
ア
ジ
ア
諸
国

の
、
と

り
わ
け
農
産
物
の
生
産
は
危
機

に
瀕
し
て

い
る
こ
と

は
、
日
本

だ
け

に
と
ど

ま
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ

の

グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
一
国
だ
け
で

は
対
抗
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た

め
、
東

ア
ジ
ア
共
同
体
が
提
唱

さ
れ

る

こ
と
と
な

っ
た
。

二

人
・
物
・

サ
ー
ビ
ス
・
金
融
・
情
報

な
ど

の
自
由
化

を
す
で

に
達
成

し
た

Ｅ
Ｕ

に
お
い
て
問
題
で
あ

っ
た
の
は
、

ド
イ

ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史

的
対

立

を
克
服
す

る
こ
と
で

あ
っ
た
。

東
ア
ジ
ア
共
同

体
は
、
今
日
、
提
唱

さ
れ
た

ば
か
り
で
あ
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
日
中
韓
が
中
心
に
な
る
と
、
予
想
さ
れ

る
。

こ
れ
ら
各
国
を
見
て
み

る
と
、
中
国
に
よ
る
切
り
崩
し
は
あ
る
も
の
の
、

お
お
む
ね
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ

各
国

は
日
本
が
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
を
取
る
こ
と
を
望

ん
で

お
り
、
中
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｎ

Ｐ
を
１
と
す
る
と
、
韓
国
は
1
0、
日

本
は
3
0で
あ
り
、
日
本
の
経
済
力
世
界
第
二
位
の
実
力

は
当
分
揺
ら
ぐ
こ
と

は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
西

欧
的
価
値
観
を
共
有
し
て

い
る
米
国
の
傘
の

も
と

に
あ

る
豪
州
、
イ

ン
ド
を
加

え
て
、

中
国

に
対

し
て
経

済
的

・
軍
事

的

・
地

勢

学

的

優

位

の

確

保

を

配

慮

し

つ

つ

、

議

論

を

進

め

る
こ

と

が

必

要

で

あ

る
。

ア

メ
リ

カ
の

雑

誌

の

予

測

に
よ

る
と

、

二
〇

五

〇

年

時

点

の

大

国

（
Ｐ
ｏ
w
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｔａ
ｔｅ
）

、

世

界

第

一

位

が

中

国

、

二

位

ア

メ
リ

カ
、

三

位

イ

ン

ド

、

四

位

日

本

と

の

報

道

が

あ

る
。
（
朝

日
新

聞

、

二
〇

〇

七

年

四

月

二

〇

日

（
金

）
）

け

れ

ど

も

、

中

国

は

も

っ
と

も
不

安

定

な
要

因

を

政

治

的

・

経

済

的

に

有

し
て

お
り

、
五

〇

年
後

に
も

現

在

の

よ

う

な

共

産
党

の

一
党

独

裁

を

維

持

で
き

て

い

る

か

ど

う

か

は
、

大

い

に
疑

問

で

あ

ろ

う
。

む

し

ろ

、

何

ら

か

の
政

治

的

激

変

が

天

安

門

事

件

以

上

に
勃

発

す

る
こ

と

は
、
「
歴

史

を

鑑

み
」

と
す

る

か
ぎ

り

、

あ

り

得

る
こ

と
と

思

わ
れ

る

。

東

ア

ジ

ア
共

同

体

の

実

現

へ

向
け

て
必

要

と

さ

れ

る
こ

と

は
、

今

後

一

層

推

進

さ

れ

る

と

予

測

さ

れ

る

経

済

的

相
互

依

存

に

お

い
て

、
中

国

に
お

け

る

種

々

の

激

変

（
経

済

的

。バ
ブ

ル

の

勃
発

、

政

治

的

混
乱

の
発

生
、

環

境

の

激

変

、

水
資

源

・
電

力

エ
ネ

ル

ギ

ー

の

枯
渇

な

ど

）

に

備
え

て

、

イ

ン

ド

・
東

南

ア

ジ

ア

へ

の

日

本

工

場

の

分

散

移

転

に

よ

る

生

産

拠

点

の

安

定

的

確
保

を

進

め

な

が

ら

、

政

治

的

・
軍

事

的

透

明

化

を

要

求

し

て

い

き

な

が
ら

、
相

互

理

解

を

す

す

め

る

こ

と

で

あ

ろ

う

。

中

国

は

、

確

か

に
軍

事

的

・

政

治

的

に
不

透

明

な

点

が

多

く

、

日

本

か
ら

見

る

と

理

解

し

が

た

い

面

が

多

々

あ

る
。

し

か
し

、

そ

も

そ

も

、

中

国

の
改

革

・
開

放

は
、

日

本

に
よ

る
多

額

の
Ｏ

Ｄ

Ａ

が

あ

っ
た

れ

ば

こ

そ
、

可

能

と

な

っ
た

も

の
で

あ

る
こ

と

は
、

中

国

自

身

わ

か

っ
て

お

り

、

靖

国

神

社

参

拝

問

題

な

ど

は
、

ソ
連

崩

壊

に
よ

っ
て
対

外

的

な
仮

想

敵

国

が

な

く

な

っ

た

た

め
、

旧

社

会
党

・
共

産

党

な
ど

日

本

国

内

左
翼

の
政

府

批

判

の

論

理

を
中

国

国

内

の

共

産
党

へ

の
求

心

力

低

下

を

抑

え

る

た

め

に
転

用

し



た
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
。
一
〇

年
以

上
に
わ
た

っ
て
吹
き
荒
れ
た
狂
気
の
様

な
集
団

的
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
し
て
の
文

化
大
革
命
な
る
反
革
命
が
終
結
し
て
か

ら
、
よ

う
や

く
、
三
〇

年
が
経
過
し

た
に
過
ぎ
な
い
中
国
と
い
う
国
と
の
お

付
き
合

い
は
、
こ
れ
か
ら
緒

に
つ
こ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
中
国
は

数
十
年
の
遅
れ
を
も
っ
て
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
、
新
幹
線
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
万

博
、
と
、

か
つ
て
日
本
の
歩

ん
で
き

た
道
を
、
辿
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
見

て
と
れ

る
。
先

日
の
報

道
に
よ
れ
ば
、
北
京

に
お
け

る
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
む

け
て

「
あ
る
国

の
都
市

を
見
習

っ
て
」
、
北

京
市
民
が

エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
に

乗
る
際
、
片
側

を
空
け

る
よ
う
、
呼
び
掛
け
が
行

わ
れ
た
、
と
の
こ

と
で
あ

っ
た
。
中
国
共
産
党
と
し
て

は
、
日
本
の
東
京

に
お
け

る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

の
マ
ナ
ー
に
学
べ
、
と

は
、
さ
す
が
に
、
言
え
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

と
ほ
ど
左
様
で
あ
る
の
で
、
日
本
と
し
て
は
、
中
国

を
徒
に
敵
視
す

る
の
で

も
な
く
、
か
と

い
っ
て
、
日
中
友
好
な
ど
と

い
う
無
意

味
な
お
題
目
を
唱
え

る
の
で
も
な
く
、
ア

ジ
ア
で
唯
一
奇
跡
的

に
西
欧
型
近
代
化

を
成
し
遂
げ
、

あ
の
無
に
等
し

か
っ
た
敗
戦
の
中
か
ら
さ
え
三
〇
年
で
世
界
第

二
位

の
経
済

大
国
に
見
事
に
躍
り
出
た
誇
る
べ
き

パ
ワ
ー
の
源
が
英
米
独
仏

な
ど
西
欧
先

進
諸
国

に
謙
虚
に
学
ん
で
き
た
高
度
で
良
質
な
教
育
と
安
定
し

た
社
会
体
制

に
あ
る
こ
と
を
、
ア
ジ
ア
の
教
師
と
し
て
、
お
手
本
を
示
し

つ
つ
、
衰
え
を

見
せ
つ
つ
あ
る
経
済
的
・
軍
事
的
ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー
を
維
持
・
向
上
さ
せ
て
、

東

ア
ジ
ア
各
国

を
領
導
す
べ
き

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国

は
、
不
毛

な
「
文
化
大
革

命
」
（
一
九
六
六
～
一
九
七
七
年
）
を
経
て
、

郵
小
平
の

「
改
革

・
開
放
」
路
線

が
一

九
七
八
年
に
取

ら
れ
た
も
の
の
、
北

京
大
学

学
生
か
ら
火
の
付
い
た
「
天
安
門
事

件
」
（
一
九
八
九
年
）
に
よ
っ
て

流

血
の
弾
圧
を
行

い
な
が
ら
、
一
九
九
二
年
の
郢

に
よ

る
「
南
進
講
和
」

に

よ

っ
て

「
社
会
主
義
市
場
経
済
」

な
る
珍
奇
な
原

理
を
採
用
す
る
に
至
り

、

一
九
九
六
年

に
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
８
条
国

に
移
行

し
た
。

そ
し
て
遂
に
二
〇
〇
一
年

に

は
念
願

の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
を
実
現

し
た
。

日
本
の
戦
後
史
と
中
国
の
近
年

の
変
化

を
比
較
し
て
み
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
８

条
国
移
行

に
つ

い
て
は
、
中
国

は
日
本

に
三
二
年

の
遅
れ
（
日
本
は
一
九
六

四

年

に
移
行
）
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ

加
盟
に
つ

い
て

は
四

六
年
の
遅
れ

（
日
本
は
一
九

五

五
年
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
加
盟
）
、
デ
ィ
ズ

エ
ー
ラ
ン
ド
開
業
に
つ
い
て

は
二
二
年

の
遅
れ

（
日

本
は
一
九
八
三
年
、
中
国

は
二
〇
〇
五

年
）
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク

開

催
に
つ
い
て

は
四
四
年
の
遅
れ

（
日
本
は
一
九
六
四

年
、
中
国
は
二
〇
〇

八
年
予
定
）
、
新
幹

線
に
つ

い
て

は
四

四
年

の
遅

れ
（
日
本
は
一

九
六
四

年

新

幹
線
開
業
、
中

国
は
二
〇
〇

八
年
北
京
・
上

海
間
完
成
予

定
）
、
万

国
博

開

催
に
つ
い
て

は
四
〇
年
の
遅
れ

（
日
本
は
一
九
七
〇

年
大
阪
万
博
、
中
国

は
二
〇

一
〇

年
上
海
万
博
予
定
）
で
あ
る
。
一
応
、
事
態
の
推
移

に
関
し
て

見
れ
ば
、
ほ
ぼ
三
〇
年
～
四
〇
年
の
タ
イ
ム
・
ラ
グ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

受
け
ら

れ
る
。
徳
治
・
人
治
・
法
治
へ
と
進
ん
で

き
た
よ

う
に
喧
伝
さ
れ
て

い
る
支
配
原
理
の
実
状
は
、
共
産
党
の
一
党
独
裁
を
最
高
原
理
と
し
た
「
科

学
的
発
展
」

な
る
も
の
を
前
面
に
し
な
が
ら
、
基

本
的
人
権
の
原
理
、
罪
刑

法
定
主
義

、
租
税
法
律
主
義
な
ど
西

欧
型

自
由
主

義
社
会
の
原
理
は
一
切
存

在
し
て

い
な
い
た
め
、
種
々
の
社

会
的
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
重
大
な
歪
み
が

生
じ
て

い
る
。
啓
蒙
主
義
の
一
般

的
特
性
は
、
「
科
学
」
な
る
も
の
を
前
面

アジア母性社会における救済論19



に
出
し

な
が
ら
、

ナ
チ

ズ
ム
お
よ
び
ス

タ
ー
リ

ニ
ズ
ム
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、

最
後

の
辻

つ
ま
合
わ
せ

は
、
反
対
勢
力
の
強
制
収
容
所

へ
の
収
容
に
よ
っ
て

「
科
学
」

に
よ

る
「
正

し

さ
」

を
証
明
す

る
と
い
う
こ

と
が
あ

る
。
人
権

派

弁

護
士
が
次
々

に
行
方
不
明
と

な
り
、
北
京

オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
向
け
て

国
内

の
汚
点
に
関
す
る
報
道

を
全
面

的
に
規
制
す

る
な
ど
の

ニ
ュ
ー
ス
が
そ
う
し

た
特
性
の
存
在
を

立
証

し
て

い
る
。
自

由
主
義

に
必
須

の
諸
原
理
を
欠
落
し

た
共
産

主
義
国
家

と
の
間

に
、
〈
平
和
〉

を
ど
の
よ

う
に
し
た
ら

構
築
で
き

る
の
か
。
東
ア

ジ
ア
共
同

体
構
築
の
最

難
点
は
こ
の
点
に
こ
そ

か
か
っ
て

い

る
と
言
え

る
。
ひ

と
つ
の
ヒ
ン
ト
は
、
何
故
、
中
国
が
日
本
の
国
連
安
保
理

常
任
理
事
国
入
り

に
猛
反

対
し
、
そ
れ
を
実
現

し
た
の
か
、
と

い
う
点
を
解

明
す
る
こ
と

か
ら

得
ら
れ
る
。
日
本
が
Ｇ
Ｎ
Ｐ
世

界
第
二
位
と

い
う
現
状

に

甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
経
済
的
、
軍
事
的
、
政
治
的
な
ハ
―
ド
・
パ
ワ
ー
に

お

い
て

さ
ら

に
国
際
的
に
も
名
実
共
に
評
価
さ
れ
る
実
力
を
兼
備
す

る
と
と

も

に
、
文

化
、
観
光
、
大
学
等
の
ソ

フ
ト
・

パ
ワ

ー
に
お

い
て
も
圧
倒
的

な

力

を
有

す
る
、
今
以
上
の

ス
ー
パ
ー
パ
ワ

ー
に
な

る
以
外

に
方

途
は
な
い
の

で

は
な
い

か
と
考
え
ら
れ

る
。

三

北
朝
鮮
・
中
国

・
ベ
ト
ナ

ム
な
ど
の
共
産
主

義
諸
国
を
除
け
ば
、
東
ア
ジ

ア
共
同
体
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
日
韓
お
よ
び
イ
ン
ド
は
、

ほ
ぼ
仏
教

を
国

民
的
規
模
で
宗
教
的
基
軸
と
し
て

い
る
。
ユ
ン

グ
の
主
宰
し

た
哲

学
集
団

エ
ラ
ノ

ス
に
参

加
し
た
鈴
木
大

拙
は
、
「
仏
教
と

は
、
母

の
心

で

あ
る
」

と
述
べ
て

い
る
が
、
一
般
的

に
、
一
神
教
で
あ
る

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ

リ
ス

ト
教
、
イ

ス
ラ

ム
教
は
、
原
理
主

義
的

に
な
り
勝

ち
で
、
歴
史

上
、

種

々
の
宗
教
的
な
激
し
い
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
き

た
。
宗
教
的
信
念
に
基
づ

く
テ

ロ
リ
ズ

ム
は
、
今
日
、
イ
ラ
ク
国
内
及

び
世
界
各
地
で
恐
れ
ら
れ
て
お

り
、
日
本
で

は
世
界
で
初

め
て
の
サ
リ
ン
を
使
用
し

た
オ
ウ

ム
真
理
教
に
よ

る
地
下
鉄
で
の
テ

ロ
が
お
こ

っ
た
。

東

ア
ジ

ア
共
同

体
に

お
い
て
は
、
ア

ジ
ア
の
他
国

に
対
す

る
「
寛

容
な

心
」

が
必
須
で

あ

る
。

そ
れ
は
、
「
共

生
」
、
「
平

和
」
、
「
共
感
」
、
「
共
苦
」

と
同
義
で
あ

る
。
こ

う
し

た
心
構
え
は
、
ど
の
よ
う
な
学
問

的
・
思
想
的
な

根
拠
を
有
し
て

い
る
の
か
、

に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
大
学
に
お
い
て
左

翼
系
教
員

に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
る

「
平

和
学
」

に
お
い
て
は
、
全
く
究
明

さ
れ
て
い
な

い
。

そ
こ
で

は
、
た
だ
平
和

が
大
切

で
あ
る
、
と
か
、
戦
争
は

い
け

な
い
、
と

か
、
説
か
れ
て

い
る
だ
け

で
あ
る
。
す
で

に
、
「
共
感
」
に

つ

い
て
は

シ
ェ
ラ
ー
が
、
「
共
苦
」

に
つ
い
て

は

シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ

ア
ー
が

述

べ
て

い
る
が
、
本
報
告
で
は
、
前
田
惠
學
先
生
の
基
調
講
演
「
ア
ジ
ア
に

お
け

る
平

和
の
思
想
―

仏
教
を
中

心
と
し
て
」
で
述
べ
ら
れ
た
問
題
意
識

を
継
承
し

て
、
「
母

の
心
」
を

め
ぐ

っ
て

考
え
て
み

た
い
。
こ
こ

で
は
、

口

Ｉ

マ
法
学
者
の

バ
ハ
オ

ー
フ
ェ
ン

『
母
権

論
』

を
そ
の
手
掛

か
り
と
し
た
い
。

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
母
権
論
は
、
一
八
六
一
年
の
『
母
権
論
』
に
お
い
て
突

然
に
発
表
さ
れ
た

わ
け
で

は
な
い
。
は
じ

め
、
バ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、

ロ
ー

マ
法
研

究

か
ら

ス
タ
ー

ト
し
、

一
八
四
〇
年

の
論
文

「

ロ
ー

マ
の
民
事
裁

判
」
、

一
八
四

一
年

の
教
授
就
任
演
説

『
自
然
法
と
歴

史
法
の
対
立
』
を
発



表

し

、

一

八
四

三

年

に

は

二

つ

の

論
文

「
拘
束

行

糺
豼

」

と

「
ヲ

コ

ニ
ウ

ス

法

と

要

約

的

な

法

制

度

論

」

を

書

き

、

一

八

四

七

年

に

は

『
ロ

ー

マ

の

質

権

』

を

出

版

し

、

一

八
四

八

年

に

は

『

ロ
ー

マ
民

法

論

選

集

』

を

出

版

し

。

一

八
五

一

年

に

は

『
ロ

ー

マ
人

の

歴

史

論

考
』

を
共

著

で

出

版

し

た

。

一

八

五

四

年

に

は
、

ベ

ル

リ

ン

大

学

に

お
け

る
旧

師

で

あ

る

ロ
ー

マ
法

学

者

の

サ

ヴ

ィ

ニ

ー

に
宛

て

た

「
自

叙

伝
」

を

執

筆

し

た

が

、
こ

の

草

稿

は

比

較

法

学

者

の
Ｊ

・

コ

ー

ラ

ー

に

よ

り

、

六

二

年

後

の

一

九

一

六

年

に

な

っ
て

か

ら

「
比

較

法

学

雑

誌

」

第

三

四

巻

に
、

バ

ハ
オ

ー

フ

ェ

ン
生

誕

百

周

年

記

念

と

し

て

掲

載

さ

れ

た
。

『
母

権

論

』

に

直

接

的

に

先
行

す

る
著

作

は
、

二

つ
あ

り

、

一

八

五

六

年

に

シ

ュ
ツ

ッ
ト

ガ

ル

ト
で

開

催

さ

れ

た

「
第

二

ハ
回

ド
イ

ツ

文

献

学

者

・
研

究

者

集

会

」

に
お

け

る
報

告

「
女

権

の
本

質

に

つ

い
て

」

と

、

一

八

五

九

年

の

著
作
『
古
代
人
墳
墓
象
徴
試
論
』
で
あ
る
。
　
Ｍ
ｕ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
の
訳
語
と
し

て
〈
母
権
〉
が
充
て
ら
れ
、
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
の
訳
語
に
〈
女
権
〉
を
使
う

こ
と
が
既
に
一
般
化
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
も
そ
れ
に
従
う
が
、
　
Ｍ
ｕ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
-

ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ

の

意

味

は

、
母

の

法

的

権

利

と

い

う

意

味

だ

け

で

は

な

く

「
法

的

・

経

済

的

・
政

治

的

・
軍

事

的

秩

序

の

中

心

が
母

で

あ

る
」

と

い

う

意

味

で

あ

り
、
Ｗ
ｅ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
法
的
・
経
済
的
・
政
治

的

・
軍

事

的

秩

序

の
中

心

が

女

で

あ

る
」

と

い

う

こ

と

で

あ

っ
て

、

女

の

法

的
権
利
の
み
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
と
言
い
、

Ｍ
ｕ
ｔ
ｔｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ

と

言

っ
て

も

、

別

々

の

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

一

八

五

六

年

の

学

会

報

告

の
中

で

、

バ

ハ
オ

ー

フ

ェ

ン

は

、

リ

ュ
キ

ア
、
ク
レ

タ
の
母
権
制
を
報
告
し
、
ア
イ

ス
キ
ュ

ロ
ス
の

『
慈
し
み
の
女
神

た
ち
』
に
見
ら
れ
る
父
権
制
と
母

権
制
と
の
相
剋
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
八

五

九
年
に
出
版
さ
れ
た

『
古
代
人
墳
墓
象
徴
試
論
』

に
お
い
て
は
、
二
年
後

に
出
版
さ
れ
る
母
権
思
想
の
基
本
形

が
、
す
で
に
全
巻
に
わ
た

っ
て
叙
述
さ

れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
。バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
母
権
理
論
は
、
一
八
四
二
年

以

降
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
イ

タ
リ
ア
等
へ
の
旅
行
の
中
で
古
代
の
遺
物
に
接

す
る
こ
と
に
よ
り
着
想
さ
れ
、
一
八
五
四
年
の
学
会
報
告
や
一
八
五

九
年
の

著
作

『
古
代
人
墳
墓
試
論
』
な
ど
に
お
い
て
、
構
想
を
次
第
に
固
め
て

い
っ

た
も
の
で

あ
る
。

一
八
五

九
年
出

版

の

バ
ハ
オ

ー
フ
ェ
ン
の
著
作

『
古
代
人

墳
墓
象
徴
試

論
』

の
持
つ
社
会
理
論
史
上
の
意
義

は
、
ダ

ー
ウ
ィ
ン

『
種
の
起
源
』

お
よ

び

マ
ル
ク
ス

『
政
治
経
済
学
批
判
』

に
比
肩
す
る
著
作
で

あ
る
、
と
い
う
点

に
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
著
作
は
、
そ
の
後
の
二
〇
世
紀
の
世
界
に
と
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
機
能
を
果
た
す
こ
と

に
な

っ
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
と

共
に
、
三
著
作
が
一
八
五
九
年
に
同

時
に
イ

ギ
リ

ス
、
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
著
作

『
古
代
人
墳

墓
象
徴
試

論
』

は
ロ
マ
ン
主
義

的
著
作
で
あ
り
、
注
目
す

る
人

は
今
日
に
至
る
ま
で
僅
少
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種

の
起
源
』
で
述
べ
ら
れ
た
進
化
論
は
、
自
然
科
学
に
も
社
会
理
論
に
も
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ

ヤ
教
・
イ

ス
ラ

ム
教
的
な
人
間
観

と
世
界
観
を
一
挙

に
相
対
化
し
、
い
わ
ば
近
代
人
の
常
識
と
も
な

っ
た
。
し

か
る
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
甥
に
よ
っ
て
、
生
物
学
上
の
進
化

アジア母性社会におけ る救済論21



論

は

社

会

的

進

化

論

へ
応

用

さ

れ

、
計

測

人

類

学

を

生

み

。

そ

し

て

遂

に
は

人

種

優

劣

論

に
基

づ

く

ナ

チ

ズ

ム
に

よ

る

ユ
ダ

ヤ

民

族

へ

の

ホ

ロ

コ
ー

ス

ト

に
ま

で

至

っ
た
。

他

方

、

マ

ル

ク

ス

主

義

は

、

一

九

一

七

年

の

ロ

シ

ア
革

命

を
経
て
、
一
九
二
四
年
レ
ー
ニ
ン
死
後
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
一
国
社
会

主

義

建

設

論

へ

の

転
換

以

後

に

は

苛

烈

な

ス

タ
ー

リ

ン

主

義

へ

と

変

質

し

、

遂

に
は

世

界

の
半

分

を

占

め

た

ソ

連

・
東

欧

の

共

産

主

義

は

一

九

八
九

年

か

ら

一
九

九

二
年

に

か
け

て

一
挙

に

瓦

解

す

る

に

至

っ
た

。

三

つ

の

著

作

の
命

運

は
、

同

時

に
ま

た
、

一
世

紀

半

後

の

現

代

世

界

の

命

運

を

左

右

す

る

著

作

で

あ

っ

た
、

と

言

え

る
。

こ

う

し

て
、

一

八
六

一
年

に

出

版

さ

れ

た

。
バ
ハ
オ

ー

フ

ェ
ン

の

主

著

『
母

権

論

』

は
、

序

説

に

お

い

て
研

究

の
基

本

的
構

想

を

述

べ

、
順

に

リ

ュ
キ

ア
、

ク

レ

タ
、

ア
テ

ナ
イ

、

レ

ム

ノ

ス

、

エ
ジ

プ

ト

、

イ

ン

ド

と

中

央

ア

ジ

ア

、

オ

ル

コ

メ

ノ

ス
と

ミ

ニ

ュ

ア
イ

人

、

エ
リ

ス
、

エ
ピ

ゼ

ピ

ュ
リ

オ

イ

ロ

ク

ロ
イ

人

、

レ

ス

ボ

ス
、

マ

ン

チ

ネ

イ

ア

、

ピ

ュ

タ
ゴ

ラ

ス

哲

学

と

後

代

の

哲

学

体

系

、

補

遺

と

い
う

よ

う

に

、

叙

述

す

る
。

母

権

制

の

存

在

を

証

明

す

る

際

に
使

わ

れ

る
素

材

は
、

法

律

制

度

、

家

族

制

度

、

神

話

、

伝

承

、

密

儀

、

祭

祀

、

文

学

作

品

な

ど

で

あ

る

が

、
『
母

権

論
』

の
示

す

理

論

の

基

本

は

、

ま

ず

、

母

性

（
Ｍ
ｕ
ｔ
ｔｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
）

は
実

在

的

（
ｒ
ｅ
ａ
ｌ
）

で

あ

る

の

に

対

し

て

父

性

（
Ｖ
ａ
ｔｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆｔ
）

は

擬

制

的

（
ｆ
ｉｋ
ｔ
ｉｖ
）

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

、

母

性

は

素

材

（
Ｓ
ｔ
ｏ
ｆ
ｆ
）

で

あ

る

が

、

父

性

は

精

神

（
Ｇ
ｅ
ｉｓ
ｔ
）

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

前

提

に
立

っ

て
、

バ

ハ

オ

ー

フ

ェ
ン

は

「
古

代

世

界

」
（
Ｗ
ｅ
ｌｔａ
ｌｔ
ｅ
ｒ
）

な

い
し

「
文

化

的

諸

段

階

」
（
Ｋ
ｕ
ｌｔｕ
ｒ
ｓ
ｔｕ
ｆｅ
ｎ
）

に

つ

い

て

、

三

つ

の

主

要

な

段

階

（

Ｈ

ａ
ｕ

ｐ

ｔ
ｓ

ｔ
ａ

ｄ

ｉｅ
ｎ

）

を

、

『

母

権

論

』

序

論

に

お

い

て

、

提

示

し

て

い
る
。
母
権
の
第
一
段
階
（
Ｍ
ｕ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
　
Ⅰ
）
は
、
娼
婦
制
（
Ｈ
ｅ
ｔ
-

ａ
ｅ
ｒ
ｉｓ
m

ｕ
ｓ

）

で

あ

り

、

そ

れ

に

続

く

母

権

の

第

二

段

階

（

Ｍ

ｕ

ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ

ｈ
ｔ

ｎ

）

は

、

母

権

制

（

Ｇ

ｙ
ｎ

ａ

ｉ
ｋ
ｏ

ｋ
ｒ
ａ

ｔ
ｉ
ｅ

）

で

あ

る

。

そ

の

後

に

父

権

制

（

Ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ

ｈ
ｔ
）

が

位

置

づ

け

ら

れ

る

。

こ

う

し

た

古

代

世

界

の

三

段

階

論

は

、

そ

れ

ぞ

れ

特

徴

を

有

し

て

お

り

、

第
一
段
階
の
特
徴
は
、
乱
婚
（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｍ
ｉ
ｓ
ｋ
ｕ
ｉ
ｔ
ａ
ｅ
ｔ
）
、
娼
婦
的
愛
情
（
Ｈ
ｅ
ｔ
-

ａ
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｌ
i
e
b
e
）
、
非
婚
（
Ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｅ
ｈ
ｅ
）
、
自
然
法
（
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
）
、

先
文
化
（
Ｖ
ｏ
ｒ
ｋ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｒ
）
、
先
史
（
Ｖ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
）
、
狩
猟
と
採
集
（
Ｊ
ａ
ｇ
ｔ

u
n
d
　
Ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｎ
）
、
混
乱
（
Ｃ
ｈ
ａ
ｏ
ｓ
）
、
無
政
府
（
Ａ
ｎ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
）
、
原
始
的
豊

穣
（
U
r
f
u
e
l
l
e
）
、
大
地
信
仰
（
Ｋ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
）
、
大
地
信
仰
の
象
徴

は

沼

沢

の

豊

穣

性

（
ｓ
ｅ

ｉｎ

　

Ｓ
ｙ

ｍ

ｂ
ｏ

ｌ
　

ｉ
ｓ
ｔ
　

ｄ
ｉ
ｅ

　

Ｆ

ｒ
ｕ

ｃ

ｈ
ｔ
ｂ
ａ
ｒ
ｋ
ｅ

ｉ
ｔ
　

ｄ
ｅ
ｒ

Ｓ
ｕ
ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｅ
）
、
男
性
に
よ
る
女
性
の
乱
用
（
Ｍ
ｉ
ｓ
ｓ
ｂ
ｒ
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｕ
ｅ
ｎ

ｄ
ｕ

ｒ
ｃ

ｈ

　
ｄ

ｉｅ

　
Ｍ

ａ
ｅ
ｎ
ｎ

ｅ
ｒ

）

で

あ

る

。

第

二

段

階

の

特

徴

は

、

第

一

婚

姻

形

態

（

Ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ

　
Ｅ

ｈ
ｅ

ｆ
ｏ

ｒ
m

）
、

女

性

の

優
位
（
Ｖ
ｏ
ｒ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｕ
）
’
母
性
愛
（
Ｍ
ｕ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
）
、
市

民
法
（
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｉ
ｖ
ｉ
ｌ
ｅ
）
、
文
化
（
K
u
l
t
u
r
）
、
先
史
（
Ｖ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
）
、
農

耕
と
手
作
業
（
Ｂ
ｏ
ｄ
ｅ
ｎ
ｂ
ａ
ｕ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ａ
ｎ
ｄ
w
ｅ
ｒ
ｋ
）
、
血
統
に
よ
る
共
同
体

（
Ｓ
ｔ
a
m
m
e
ｓ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
）
、
都
市
国
家
（
Ｓ
ｔ
ａ
ｄ
ｔ
ｓ
ｔ
ａ
ａ
ｔ
ｅ
ｎ
）
、
月
と
夜
の

信
仰
（
Ｋ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
 
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
、
左
側
の
優
位

（
Ｂ
ｅ
ｖ
ｏ
ｒ
ｚ
ｕ
ｇ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｌ
ｉ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
）
、
端
緒
（
Ａ
ｎ
ｆ
ａ
ｎ
ｇ
）
、
深
度

（
Ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
）
、
　
素
材
（
Ｓ
ｔ
ｏ
ｆ
ｆ
）
、
女
性
支
配
（
Ｇ
y
ｎ
ａ
ｉ
ｋ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｅ
）
、
女
戦
士
制



(
Ａ

ｍ

ａ
ｚ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ

ｔ
ｕ
m

）

で

あ

る

。

第

三

段

階

の

特

徴

は

、

第

二

婚

姻

形

態

（

Ｚ
w

ｅ

ｉ
ｔ
ｅ

　
Ｅ

ｈ
ｅ

ｆ
ｏ
ｒ
m

）
、

男

性

の
優
位
（
Ｖ
ｏ
ｒ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
）
、
父
性
愛
（
Ｖ
ａ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
）
、

市
民
法
（
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｉ
ｖ
ｉ
ｌ
ｅ
）
、
文
化
（
K
u
l
t
u
r
）
、
歴
史
（
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
）
、
産
業

（
Ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
）
、
国
家
（
S
t
a
a
t
e
n
）
、
帝
国
（
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
）
、
太
陽
と
日
の
信
仰

（
Ｋ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｔ
ａ
ｇ
ｅ
ｓ
）
、
右
側
の
優
越
（
Ｂ
ｅ
ｖ
ｏ
ｒ
ｚ
ｕ
-

ｇ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
）
、
結
果
（
E
n
d
e
）
、
高
度
（
H
o
e
h
e
)
、
精
神

（
G
e
i
s
t
）
、
ア
ン
ド
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ー
（
Ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｅ
）
、
帝
国
主
義
（
I
m
-

ｐ

ｅ
ｒ
ｉ
ａ

ｌ
ｉｓ
m

ｕ

ｓ

）

で

あ

る

。

こ

れ

に

次

ぐ

第

四

の

段

階

の

存

否

に

つ

い

て

は

、

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
叙
述
し
て
い
な
い
。

第

一

段

階

と

し

て

の

乱

婚

制

（

Ｈ

ｅ

ｔ
ａ
ｅ
ｒ

ｉ
ｓ
m

ｕ

ｓ

）
、

第

二

段

階

と

し

て

の

女
性
支
配
（
Ｇ
ｙ
ｎ
ａ
ｉ
ｋ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｅ
）
、
第
三
段
階
と
し
て
の
父
権
制
（
Ｐ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ａ
ｒ
-

ｃ
ｈ
ａ
ｔ
）
と
い
う
人
間
社
会
の
進
化
の
過
程
に
お
い
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の

言

う

母

権

制

（

Ｍ

ａ

ｔ
ｒ

ｉａ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ

ｔ
）

は

、

第

一

段

階

の

乱

婚

制

と

第

二

段

階

の

女
性
支
配
の
両
者
を
指
す
。
さ
ら
に
三
つ
の
段
階
の
特
徴
に
関
し
て
。
バ
ハ
オ

ー

フ

ェ

ン

の

叙

述

を

ま

と

め

て

み

る

と

、

左

記

の

よ

う

に

な

る

。

（

第

一

段

階

の

テ

ル

ル

神

的

・

ク

ト

ニ

ク

神

的

段

階

）

婚

姻

・

家

族

組

織

は
乱
婚
制
、
宇
宙
的
象
徴
は
地
球
、
宗
教
的
・
象
徴
的
形
態
は
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ

神

、

精

神

的

レ

ベ

ル

は

女

性

的

・

物

質

的

・

物

理

的

な

自

然

、

自

然

象

徴

は
湖
沼
。
植
物
、
法
的
形
態
は
自
然
法
（
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
）
、
地
勢
学
的
・

歴
史
的
地
域
は
オ
リ
エ
ン
ト
（
ア
ジ
ア
‐
中
近
東
）
。

（

第

二

段

階

の

月

的

段

階

）

婚

姻

・

家

族

組

織

は

統

制

さ

れ

た

母

権

制

、

宇

宙

的

象

徴

は

月

、

宗

教

的

・

象

徴

的

形

態

は

デ

メ

テ

ル

神

、

精

神

的

レ

ベ

ル

は

物

質

と

精

神

と

の

結

合

と

し

て

の

魂

、

自

然

象

徴

は

家

内

的

穀

物

農

耕

、

法

的

形

態

は

自

然

法

（
ｉｕ
ｓ
　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌｅ
）

と

市

民

法

（
ｉｕ
ｓ
　ｃ
ｉｖ
ｉｌｅ
）

と

の

結

合
、
地
勢
学
的
・
歴
史
的
地
域
は
小
ア
ジ
ア
の
ベ
ラ
ス
ギ
（
原
ヘ
レ
ニ
ッ

ク

）
。

（
第

三

段

階

の

太

陽

的

段

階

）

婚

姻

・

家

族

組

織

は

父

権

制

、

宇

宙

象

徴

は

太

陽

、

宗

教

的

・

象

徴

的

形

態

は

ア

ポ

ロ

ン

神

、

精

神

的

レ

ヴ

ェ

ル

は

男

性

的

精

神

、

自

然

象

徴

は

天

の

光

、

法

的

形

態

は

市

民

法

（
ｉｕ
ｓ
　ｃ
ｉｖ
ｉ
ｌｅ
）
’

地

勢

学

的

・

歴

史

的

地

域

は

西

欧

（

ロ

ー

マ

ー
西

欧

）
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
『
母
権
論
』
は
、
神
話
的
・
古
代
宗

教

的

・
象

徴

学

的

な

分

析

か

ら

も

た

ら

さ

れ

た

理

論

で

あ

っ
て

、

人

間

社

会

の

発

展

に

関

す

る

ロ

マ

ン

主

義

的

見

解

を

提

示

し

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

れ

を

も

っ

て

、

母

権

の

存

否

に

つ

い

て

正

否

を

論

ず

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

啓

蒙

主

義

的

見

解

に

よ

れ

ば

、

。バ

ハ

オ

ー

フ

ェ

ン

『
母

権

論

』

の

発

展

段

階

論
の
み
を
取
り
出
し
て
、
乱
婚
制
‐
母
権
制
‐
父
権
制
と
い
う
よ
う
に
婚

姻

・

家

族

形

態

が

発

展

す

る

と

の

社

会

法

則

が

。バ

ハ

オ

ー

フ

ェ

ン

に

よ

っ
て

発

見

さ

れ

た

、

と

さ

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

見

解

は

、

エ

ン

グ

ル

ス

『
家

族

・

私

有

財

産

・

国

家

の

起

源

』

以

来

。

今

日

ま

で

の

啓

蒙

主

義

者

に

よ

っ
て

長

ら

く

支

持

さ

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

バ

ハ

オ

ー

フ

ェ

ン

の

母

権

理

論

お

よ

び

家

族

発

展

段

階

論

は

、

上

記

の

よ

う

に

神

話

的

・

古

代

宗

教

的

・

象

徴

論

的

分

析

と

一

体

と

な

っ

て

提

起

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

一

九

、

二

〇

世

紀

の

社

会

諸

科

学

が

求

め

た

普

遍

的

に

妥

当

す

る

社

会

発

展

の

科

学

的

法

則

と

アジア母性社会に,おけ る救済論23



し

て

叙

述

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

。

こ

の

意

味

で

エ

ン

グ

ル

ス

に

よ

る

バ

ハ

オ

ー

フ

ェ

ン

に

対

す

る

「
完

全

な

革

命

」
（
ｅ
ｉｎ
ｅ
　ｖ
ｏ
ｌ
ｌｓ
ｔ
ａ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉｇ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｖ
０
‐

ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

だ

と

い

う

批

評

は

、

エ

ン

グ

ル

ス

が

バ

ハ

オ

ー

フ

ェ

ン

の

母

権

論

を

手

放

し

で

礼

賛

し

た

の

で

は

な

く

て

、

バ

ハ

オ

ー

フ

ェ

ン

母

権

理

論

か

ら

神

話

的

・

宗

教

論

的

・

象

徴

論

的

分

析

を

捨

象

し

て

家

族

発

展

の

三

段

階

論

の

み

を

取

り

出

し

て

み

た

場

合

に

は

、

ド

イ

ツ

社

会

民

主

党

の

見

解

に

対

し

て

「

彼

の

画

期

的

な

功

績

」
（
ｓ
ｅ
ｉｎ

　
ｂ
ａ
ｈ
ｎ
ｂ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｄ
ｉｅ
ｎ
ｓ
ｔ
）

と

な

る

、

と

述

べ

た

に

す

ぎ

な

い

。

確

か

に

、

平

和

は

母

に

、

戦

い

は

父

に

関

す

る

。

私

自

身

の

戦

時

期

の

体

験

に

お

い

て

も

、

戦

争

に

出

掛

け

て

行

っ

て

戦

っ

た

の

は

父

で

あ

り

、

内

地

で

私

を

守

っ

て

く

れ

た

の

は

母

で

あ

っ

た

。

よ

り

一

般

的

に

、

母

性

が

平

和

に

、

父

性

が

戦

争

に

関

連

す

る

、

と

言

え

る

だ

ろ

う

か

。

冒

頭

で

触

れ

た

、

バ

ハ

オ

ー

フ

ェ

ン

の

『
母

権

論

』

に

よ

れ

ば

、

人

間

史

の

第

一

段

階

で

あ

る

「

乱

婚

制

」
（
Ｈ
ａ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉｓ
m
ｕ
ｓ
）

で

こ

れ

は

母

権

制

の

第

一

段

階

で

あ

る

。

こ

の

期

に

は

、

無

秩

序

が

支

配

し

、

物

質

的

自

然

が

支

配

的

で

、

大

地

と

結

び

つ
き
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
的
で
、
沢
地
、
植
物
、
自
然
法
、
オ
リ
エ
ン
ト
的

な

こ

と

が

特

徴

で

あ

る

。

母

権

制

の

第

二

段

階

は

、

よ

り

高

次

の

母

権

制

（
Ｇ
ｙ
ｎ
ａ
ｉｋ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｅ
）

で

あ

り

、

乱

婚

制

を

克

服

し

て

母

性

の

持

つ

デ

メ

ー

テ

ル

神

的

な

規

律

に

よ

り

自

由

な

性

的

交

渉

の

原

理

を

乗

り

越

え

て

、

物

質

と

精

神

が

結

合

し

、

家

内

農

耕

（
穀

物

）

が

行

わ

れ

、

自

然

法

と

市

民

法

が

生

ま

れ

、

小

ア

ジ

ア

的

で

あ

る

と

さ

れ

る

。

こ

う

し

て

、

第

三

の

父

権

制

（
Ｖ
ａ
ｔｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
）

の

時

代

が

到

来

し

、

ギ

リ

シ

ヤ
世

界

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、

太
陽

、
ア
ポ

ロ
ン
的
、
天

の
光
、
市
民
法
、
西
洋

（
ロ
ー
マ
的

―
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
）

の
時
代
に
な
る
。

バ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
近
代
的

な
る
も
の
よ
り

は
、
古
代
的
な

る
も

の
を
優
先

さ
せ

る
」

こ
と

が
、

た

い
せ

つ
で
あ

る
。

な
ぜ
な
ら
ば
。

「
あ
ら

ゆ

る
文
明

に
よ

っ
て
唯
一
強
大

な
原
動

力
た

る
も
の

は
、
宗
教
以
外

に
無
い
。
」
か
ら
で

あ
る
。
男
性
の
側
は
、
肉
体
的
な
優
越
、
暴
力
の
原

理
、

抗

争
、
悲
し
み
の
側
に
立
つ
が
、
女
性

の
側

は
、
宗
教
の
普
及
、
平
和

の
原

理
、
寛
容
の
原
理
、
愛
の
側
に
立
つ

、
と
、

さ
れ

る
。

バ

ハ
オ
ー

フ
ェ
ン
の

『
母

権
論
』

は
、
以
上
を
骨
子
と
し
て
、
組
み

立
て

ら

れ
て

い
る
が
、
今
日
の
学
問
の
教
え
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
い
つ
如

何
な

る
と

こ
ろ

に
お
い
て

も
、
男

性
に
優
越
し
て
女
性
が
全
て
の
権
力
を
掌
握
し

て

優
位
に
あ

っ
た
こ
と

は
な
い
。
実
証
科

学
に
よ
れ
ば
、
『
母
権
論
』

は
正

し
く

な
い
と
さ
れ
て

い
る
。

問
題

は
、
冒
頭

に
ふ
れ
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論

や

マ
ル
ク
ス
主
義
に
見
ら

れ
る
啓
蒙
主
義
が
一
九
、
二
〇
世
紀
の
学
問

を
支

配
し

な
が
ら
、
自
然
科
学
に
お
け

る
の
と
同
様
な
科
学
的
実
証
主
義
が
人
間

理
論
に
も
社
会
理
論
に
も
適
用
さ
れ

た
結
果
、
見
事

に
、
こ
と
ご
と
く
が
灰

塵

に
帰
し
た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
論
』
に
見
ら

れ
る
母
性
理
論
を
密
か
に
自
ら
の
学
問
的
基
礎

に
据
え

た
ロ
マ
ン
主
義
に
発

す

る
試
み

の
多
く
は
、
今
日
、
多
く

の
学
問

的
・
芸

術
的
成
果
を
挙
げ
て
き

た
。
例
え

ば
、
ユ
ン
グ
心
理
学
、
ケ
レ
ニ
ー
神
話
学

、
キ
ャ
ン
ベ
ル
神
話
学
、

ボ
ア
ス
人
類
学
、

フ
ァ
ー
ス
人
類
学
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
人
類
学
、

フ
ロ
ム
心
理

学
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
法
学
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
文
学
、
フ
ッ
ク
ス
風
俗
史
、
ヘ
ル
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マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の
作
品
、
レ
ー
ベ
ン
ト
ロ
ー
の
作
品
、
等
々
、
枚
挙
に
暇
が

無

い
。

母
権
的

ロ
マ
ン
主
義

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
地
域

、
庭
園

、
壁
、
海
、
女
帝
、

保
護
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
て

、
啓
蒙
主
義
の
そ
れ
は
、
近
代

主
義
、
大
陸
、

土
地
、
世
界
、
皇
帝
、
支
配

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
は
、

マ

ル
ク
ス
主
義
、

ナ
チ
ズ
ム
な
ど

と
通
底
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
一
九
世

紀
、
二
〇
世
紀
を
支
配
し

た
マ
ル

ク
ス
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以

後
の
啓
蒙
主
義
を
、

ス
イ

ス
の
小
都
市

。バ
ー
セ
ル
に
発
す
る
。バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
以

後
の
新
し

い
母

権

的
ロ
マ
ン
主
義
と
比
較
す

る
作
業
は
、
新
し
い
比
較
思
想
の
重
要
な
課
題

で

あ
る
と
言
え

る
。

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
母
権
論
を
方
法
論
と
し
て
駆
使
し
な
が
ら
カ
ー
ル
・
シ

ュ
ミ
ッ
卜
論
を
書
い
た
興
味
深
い
二
コ
ラ
ウ
ス
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
近
著
の
提

示

す
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
ア
ド
ル

フ
・

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
、
ド
イ

ツ
、
大

陸
、

地
域
、
皇
帝
、
男

性
、
父

権
制
の
立
場

に
立
つ
の

に
対
し
て
、

ベ
ン
ジ
ャ
ミ

ン
・
デ
ィ
ズ
レ
リ
ー
は
、
イ
ギ
リ

ス
、
海
、
世
界
、
女
帝
、
女
性

、
母

権
制

の
立
場

に
よ
っ
て
い
る
、
と
さ
れ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
者

は
啓
蒙
主

義
、
後
者

は
母
権

的

ロ
マ
ン
主
義

に
依
拠
す
る
も
の
と
言

い
う

る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
を
生
ん
だ
バ
ー
ゼ
ル
・
フ
マ
ニ
ズ

ム
の
伝

統
に
は
、

エ
ラ
ス

ム
ス
、
ブ
ル

ク
ハ
ル
ト
、
イ

ェ
ー
リ
ン
グ
、

ニ
ー

チ
ェ
、
ユ
ン
グ
、
ポ
ル
ト

マ
ン
ら
が
専
攻
分
野
の
違

い
に
も

か
か
わ
ら

ず
連

な
っ
て

お
り
、
母

権
論
を
否
定
し

た
メ
イ

ン
、

ク
ー
ラ

ン
ジ
ュ
、
ヴ
ェ
ス
テ

ル
マ
ル
ク
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
、

ジ
ェ
ン
セ
ン
、

ル
ボ
ッ
ク
ら

は
、
マ
ル
ク

ス
、

ダ

ー

ウ

ィ

ン
、

ヒ

ッ

ト
ラ

ー

と

同
様

、

啓

蒙

主

義

に
連

な

っ
て

い

る

。

今

日

ま

で

比

較

思

想

史

、

哲

学

史

な

ど

の
射

程
外

に
あ

っ

た

ミ

ュ

ン

ヘ
ン

大

学

北

方

の

シ

ュ

ワ

ー

ビ

ン
グ

に
陣

を

構
え

た
宇

宙

創

造

論

ク

ラ
イ

ス
の

ク
ラ

ー
ゲ

ス
、

ゲ

オ

ル
ク

、

ヴ

ェ

ー
デ

キ

ン
ト

、

シ
ュ

ー

ラ

ー
、

ヴ

ォ

ル

フ
ス

ケ

ー

ル
、

レ

ー
ヴ

ェ

ン

ト

ロ

ー
、

リ

ル

ケ
、
Ｔ

・

マ

ン

な
ど

が

、

母

権

論

と

の

関

連

で

新

た

に
論

じ

う

る
局

面

が

今

や
切

り

開

か
れ

つ

つ
あ

る
と

言
え

る

。

さ
ら

に

、

ア

ス

コ

ナ

に
居

を

構

え

た

「
真

理

の

山
」
（
Ｍ
ｏ
ｎ
ｔｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｉｔａ
）

ク
ラ
イ
ス
に
所
属
す
る
オ
ッ
ト
ー
・
グ
ロ
ス
。
グ
ス
ト
・
グ
ラ
ザ
ー
、
ル
ド

ル

フ

・
ラ

バ

ン
、

ヘ
ッ

セ
、

Ｄ

・
Ｈ

・

ロ
レ

ン

ス

、

カ

フ

カ

、
イ

ザ
ド

ラ

・

ダ

ン

カ

ン
、

ま

た
、

リ

ヒ

ト

ホ

ー

フ

ェ
ン

家

の
姉

フ

リ

ー

ダ
と

妹

エ
ル

ゼ
を

結
節
点
と
し
た
ロ
レ
ン
ス
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
な

ど

ハ
イ

デ

ル

ベ

ル

ク

学

派

な
ど

に
つ

い

て

も

、
文

化

史

家

マ
ー

チ

ン

・
グ

リ

ー
ン
の
生
彩
あ
る
三
つ
の
近
著
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
母
権
的
ロ
マ
ン

主

義

の

立

場

か
ら

、

新

し

い

分
析

が

可

能

と

な

っ
て

い

く

と

思

わ

れ

る
。

こ

れ

の

み

な

ら

ず

、

従

来

、
検

討

が

ほ

と

ん

ど

手

つ

か

ず

に

近

か

っ
た

ボ

ー

リ

ン

グ

ン

に

お

け

る

ユ

ン

グ

の
主

催

誌

「

エ
ラ

ノ

ス
」

に

よ

る
五

〇

年

を

超
え
る
学
際
的
な
活
動
に
寄
せ
ら
れ
た
、
Ｗ
・
オ
ッ
ト
ー
、
ケ
レ
ニ
ー
、
ポ

ル

ト

マ

ン

、

鈴

木

大

拙

、
井

筒
俊

彦

、

上

田

閑

照

、

河

合

隼

雄

、

Ｅ

・

ノ
イ

マ
ン
ら

の

論

稿

に

も

、

新

し

い

分
析

の
光

が

あ

て

ら

れ

て

い

く

こ

と

に
乢

即
一

う

。

ボ

ー

リ

ン

グ

ン
叢

書

を

め
ぐ

る

メ

ロ

ン
夫

妻

、

マ
ク

ガ
イ

ヤ

ー

、

ア
イ

ザ

ヤ

・

。バ
ー
リ

ン
、

ボ

ア

ス

、

キ

ャ

ン

ベ

ル

ら

の

知

的

ク

ラ

イ

ス
、

ア

ビ

イ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
を
中
心
と
す
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
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ニ
ー
ダ

ム
、
ゴ
ス
マ
ン
ら

が
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル

ク
学
派
に
所
属
す
る
こ
と
な
ど
、

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
母
権
理
論

を
導

入
す
る
こ
と
に
よ
る
比
較
思
想
の
学
的
対

象
の
拡
が
り

は
予
想
も
つ

か
な
い
程
に
広
大
で

あ
る
。

ニ
一
世
紀
に
お
け
る
新
し
い
「
平
和
」
の
学
的
理
論
は
、
旧
来
の
擬
似
左

翼
的
な
視
角

か
ら

の
「
平
和
学
」
で

は
な
く
て

、
前
記
の
よ
う
な
母
権
理
論

を
導
入
し

た
ロ
マ
ン
主
義

の
立
場

か
ら

壮
麗
な
構
築
へ
の
ヒ
ン
ト
が
秘
め
ら

れ
て

い
る
の
で

は
な
い

か
と
思

わ
れ
る
。

四

膨
大
な
敦
煌
文
書
の
そ
も
そ
も

の
発

見
が
い
つ
で

あ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、

一
九
〇

〇
年
を
前
後
に
多
少
の
説
が
分

か
れ
る
が
、
発
見
者
が
王

と
い
う
無

学
な
道
士
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
定
さ
れ
て

い
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
、
当

時
、

実
態
と

し
て

は
先
進
各
国

に
よ
る
情
報

戦
で
あ

っ
た
西
域

探
検

は
。
「

グ
レ

ー
ト
・

ゲ
ー
ム
」
と
い
わ
れ
る
熾
烈
な
英

・
仏

。
露
・
日

・
米
間

の
資

料
獲

得
戦
争
で
あ

っ
た
。
人
類
の
秘
宝
発
見
と

そ
の
略
奪
過

程
は
、
大

略
、

一
九

〇

五
年

か
ら
一
九
二
三
年

に
か
け
て
進
行

し
た
。

ま
ず
最
初
に
、
一
九
〇

五
年

に
敦
煌
文

書
を
入
手
し

た
の
は
、

帝
政

期

口

シ
ア
の

オ
ブ
ル

ー
チ

ェ
フ
探
検
隊
で
あ

っ
た
が

、
敦
煌
文
書
の
大
量

の
入
手

は
、
イ

ギ
リ
ス
と

フ
ラ
ン

ス
に
よ

っ
て
国
内
統
治

の
力
を
失

い
つ

つ
あ
っ
た

弱
体
化
し
た
清
国
を
尻

目
に
秘

か
に
行

わ
れ

た
。
す
な

わ
ち
、
イ

ギ
リ

ス
の

ス

タ
イ

ン
探
検
隊
は
一
九
〇
七
年

に
王
道
士

か
ら
極
端

に
安

い
値
で
世
界

の

文
化
遺
産
と
い
う
べ
き
多
く
の
敦
煌
文
書
を
買
い
取
り
、
続
い
て
、
フ
ラ
ン

ス
の
ペ
リ
オ
探
検

隊
は
翌
一

九
〇

八
年

に
ま
た
し
て

も
敦
煌
文
書
を

パ
リ

ヘ

運

び
去

っ
た
。
こ
う
し

た
事
態

に
気
付

い
た
清
国
は
羅
振
王
ら
当
時

の
考
古

学
者
の
進
言
を
容
れ
て
、
宝
物

を
一
九
一
〇
年
に
北

京
へ

移
管
し

た
が
、
ま

だ
多
く
の
遺
産
が
現
地

に
残

さ
れ
て
い
た
。

日
本
の
西
本
願
寺

に
所
属
す

る
大
谷
探
検
隊
に
よ
る
文
書
入
手

は
、
一
九

一
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
は
二
回
目
に
該
る
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク

探
検
隊
を
一
九
一
四
年

に
派
遣
し
、
一
九
一
九
年
に
は
中
国
民
国
探
検
隊

に

よ
る
敦
煌
文
書
の
再
調
整
が
実
施
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
乱
暴
な
略
奪

は
、
ア

メ
リ
カ
の
ウ

ォ
ー

ナ
ー
探
検
隊

に
よ
る
も
の
で
、
彼
ら
は
、
敦
煌
の
壁
画
を

二
六
面
も
引

き
は
が
し
て
ア

メ
リ
カ
へ
持
ち
帰

っ
た
。
さ
す
が
に
、
こ
れ
以

降
は
、
敦
煌
の
遺
産
を
外
国
探
検
隊
が
持

ち
去

る
と

い
う
こ
と
は
、
厳
重
に

阻
止
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
戦
時
中
の
一
九
四
四
年
に
は
中
国
の
文

物
保

存
の
意
義
が
認
識

さ
れ
始
め
、
敦
煌
芸
術
研
究
所
が
つ
く
ら
れ
、
一

九
五
一

年
に
は
今
日
の
保

存
機
関
の
母
体
と
な
る
敦
煌
文
物
研
究
所
が
創
設
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
わ
が
国
で
は
、
大
谷
探
検
隊
の
持
ち
帰

っ
た
敦
煌
文

書
が
、
京

都
の
龍
谷
大
学
の
所
蔵
に
帰
し
て
い
る
。

敦
煌
文

書
の
発

見
は
偶
然
に
よ
る
も
の
で

は
あ

っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の

発
見
は
、
中
央
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
欧
米
先
進
各
国
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ

ス
と
帝
政
ロ
シ
ア
の
大
規
模
な
情
報
戦
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ム
の
結
果
、
も
た

ら

さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
敦
煌
文

書
の
中
で

、
変
文

と
言
わ
れ
る
文
書
中
、
「
目
連
救
母

変
文
」
（
正
し
く

は
大
目

乾
連
冥

間

救
母
変
文
）
と
言
わ
れ
る
断

片
が
全
部



で

（
数
え
方

に
も
よ

る
が
）
ほ
ぼ
一
六
点

ほ
ど

あ
る
。
現
物
は
、
今
日
、

シ

ュ
タ
イ

ン
に
よ

っ
て

ロ
ン
ド
ン
に
三
点
が
運
ば

れ
、
ベ
リ
オ
に
よ

っ
て

パ
リ

に
運
ば
れ
、

か
の
地

に
保
管
さ
れ
て

い
る
。
釈

迦
の
高
僧
で
あ

っ
た
目

連
は
、

実

在
の
人

物
で

あ
る
が
、
こ

の
「
目
連

救
母

変
文
」

の
基
と

な

っ
て

い
る

「
仏
説
盂
蘭
盆
経
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
卜
本
も
チ
ベ
ッ
卜
本
も
見
つ
か
ら

ず
、
偽
経
で

あ
ろ

う
と

さ
れ
て

い
る
。

「
目
連
狡
母
変
文
」

は
、
こ

の
「
仏
説
盂

蘭
盆

経
」
に
基
づ
く
も
の
で

は
あ

る
が
、
経
文
で

は
な
く
て

、
物
語
風

に
語
ら

れ
る
仏
教
文
学
の
中
の
口

誦
文

学

で
、

ま
ず

「
せ
り

ふ
」
（
白
）

が
あ

り
、

つ

づ
い
て

そ

れ
を

要

約
し

た

「
う

た
」
（
唱
）
（
七
言

か
ら

な
る
）

が
あ
り
、

こ
の
二
段

構
成
が
つ
づ

く
文

体

の
変
文
で

あ
る
。
周
知

の
よ
う

に
、
目

連
救
母

の
伝
説
は
、
盂
蘭
盆

会
の

起
源
を
述

べ
る
も
の
で
あ
り
、
地

獄
に
落

ち
た
目

連
の
母
・
青
提
央
人
を
目

連

が
釈
尊

の
力

を
借
り
て

救
出
す

る
、

と
い
う
筋
書
き
で
あ

っ
て
、
広
く
ア

ジ
ア
に
暮
ら
す
人
間
の
地
獄
観

を
形

成
す
る
一
因
と
な

っ
て
い
る
。
六
道
絵

と
言
わ
れ
る
地
獄
図
の
中
に
目
連

が
描
か
れ
て

い
る
こ
と

は
珍
し
く
な
い
が
、

そ
れ
は
右
記
の
故
事
に
因

む
も

の
で

あ
り
、
立
山
・
室
堂
の
地
獄
巡
り
、
川

口

久
雄
の
伝
え

る
、
ダ

ム
建
設
で

沈
ん
だ
手
取

川
渓
谷
奥

の
白
峯
村
に
伝
わ

っ
た
目

連
尊
者
に
因

む
盆

祭
り

歌
な
ど
、
西

域
か
ら
遠
く
日
本
の
山
奥
ま
で
、

目

連
救
母

の
伝
説
は
ア
ジ
ア
に
広
く
伝
播
し
て

い

っ
た
。
岩
本
裕
に
よ
れ
ば
、

目

連
変
文

の
阿

鼻
地
獄
の
七
画

は
古
代

メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
で
悪
魔
に
係
わ
る
と

さ
れ
た
、
素
数
の
７

に
関

連
が

あ
り
、

マ
ニ
教
の
影
響
も
あ
り
、
広
く
西
ア

ジ
ア
に
分

布
の
見
ら
れ
る
豊
穣
神

デ
ィ
オ
ユ
ソ
ス

は
母

セ
メ
レ
を
冥
界
か
ら

連

れ

出

し

、

テ

ュ

オ
ー

ネ

と

い

う

名

を
与

え

て

天

界

に
住

ま

わ

せ

た
と

い

う

ギ
リ
シ
ャ
神
話
が
仏
教
に
影
響
を
与
え
た
、
と
興
味
深
い
説
を
述
べ
て
い
る
。

目
連
救
母
変
文
は
、
ア
ジ
ア
全
域
に
広
く
分
布
す
る
救
母
伝
説
に
基
づ
く

も

の

で

あ

る
。

東

ア

ジ
ア

に

お
け

る

「
平

和
」

を
構

築
す

る

た
め

に

は

、
社

会
体
制
や
文
化
、
歴
史
な
ど
の
違
い
を
超
え
て
、
何
ら
か
の
共
通
の
プ
ラ
ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

に
立

つ

必

要

が

あ

る

。

目
連

救
母

変

文

は
、

そ

の

手

掛

か

り

と

な

り

う

る
の

で

は
な

い
か

と

考
え

ら

れ

る

。

目
連

救

母

譚

は

、

孝

経

に

発
す

る
儒

教

の

孝

思

想

の

仏

教

的

受

容

と

い

う

側
面

も

あ

る
。

こ

う

し

て

見

る

と

、

目

連

救

母

譚

は
、

中

国

の

孝
子

伝

、

二
十

四

孝
、

そ
れ

ら

の

日

本

的

受

容

と

し

て

の

日
本

に

お
け

る
孝
子

伝

、

二

十
四

孝

、
官

民

の
孝

義

伝

、

さ
ら

に

、

そ
れ
ら
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
成
立
し
た
西
鶴
『
本
朝
二
十
不

孝

』

な
ど

、

日
中

「
孝

」
思

想

の

受

容
史

原

点

に
位

置

づ

け

る

こ

と

も
可

能

と
考
え
ら
れ
る
。
左
記
の
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
」
は
、
ス
タ
イ
ン
探

検
隊
が
イ
ギ
リ
ス
へ
持
ち
帰
っ
た
も
の
の
う
ち
、
Ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
　
２
６
１
４
と
ナ
ン
バ

リ

ン

グ

さ

れ

て

い

る
文

書

が

一

部

に

欠

損

が

あ

る

も

の
の

最

も

長

文

で

あ

る

。

Ｓ
．　
２
６
１
４

の

原

文

全

文

は
、

現

在

ま
で

の
と

こ

ろ

国

内

で

は

発

表

さ

れ

て

い

な
い
が
、
影
印
は
川
口
久
雄
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
長
文
の
口
誦
で
あ

る

た

め

、
残

念

な
が

ら

冒

頭

部

の

み

に

と

ど

め

る

。

大

目

乾

連

冥

間

救

母

變

文

井

圖

一

巻

井
序

央

爲

七

月

十

五

〔

日
〕

者

、

天

堂

啓

戸

、

地

獄
門

開
、

三

途

業

消

、

十

善

増

長

。

爲

衆

僧

〔
自

〕

咨

（
恣
）
〔
解

〕
下

（
夏

）
、

此
日

會

福

、

之

（
諸
）
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神

八
部

龍
天
、
盡
来
教
（
徼
）
福
。
承
供
養
者
現
世
福
資
、
爲
亡

者
轉
生
于

勝

處
。
於
是
盂

蘭
百
味

、
飾

（
式
）

貢
於
三

尊
。
仰
大
衆
之

恩
先

（
光
）
、

救

倒
懸
之

窘
急
。
昔
仏
在
世
時
、
弟
子

厥
號
目
連
、
在
俗
未
出
家

時
。
名
日

羅
卜

、
深
信
三
寶
、
敬
重
大
乗
。
於
一
時
間
欲
往
他
圃
興
易
、
遂
即
支
分
財

賓

、
令
毋

在
後
設
齋
、
供
養
諸
仏
法
僧
及
諸
乞
来
者
。
及
其
羅
卜

去
後

、
毋

生

慳
悋
之

心
。
所

〔
是
〕
囑
咐
資
材
、
並
私
隠
匿
。
兄
子
不
經
旬

月
、
事
了

還

家
。
母
語
子

言
：

「
依
汝
付
囑

、
營
齋
作
福

。」

因
茲
欺

誑
凡

聖
、
命
終

遂

墮
阿

鼻
地
獄
中
、
受
諸
劇
苦
。
羅
卜

三
周
橙
畢
、
遂
即
投
仏
出

家
、
承
宿

習
因
、
聞

法
證
得
阿
羅
漢
果
。
即
以

道
眼
訪
筧
慈
親
、
六
道
生
死

、
都
不
見

母
。
目

連
從
定
起
、
含
悲
諮
白
世
尊
：

「
慈
母
何
方
受
於
快
樂
？
」
爾
時
世

尊
報
目
連
日
：

「
汝
母
已
落
阿
鼻
、
見
受

諸
苦
。
汝
雖
位
登
聖
果
、
知
欲
何

爲
。
若
非

十
方
衆

僧
解
下

（
夏
）
勝

脱
之
日
、
以
衆

力
乃
可

救
之

。」

故
仏

慈
悲
、
開

此
方
便
、
用
建
盂
蘭
盆
者
、
即
是
其
事
也
。

羅
卜

自
從
父
母
没
、
　
　
　

橙
泣

三
周
復
制
畢
。

聞

樂
不
樂
損
形
容
、
　
　
　

食
旨
不

甘
傷
筋
骨
。

聞

道
如
来
在
鹿
苑
、
　
　
　

一
切

人
天
皆
撫
恤
。

我

今
季
道
筧
如
来
、
　
　
　

往
詣
雙
林
而
問
仏
。

尓

時
仏
自
便
逡
巡
、
　
　

稽
首
和
尚
雨

足
尊
。

左
右
摩
訶
釋
梵
衆
、
　
　
　

東
西

大
将
散
諸

（
支
）
神
。

胸
前
万
字
頗
黎
色
、
　
　
　

項
後
圓
光
像
月
輪
。

欲
知
百
寶
千
花
上
、
　
　
　

恰
似
天
邊
五

色
雲
。

弟
子

凡
愚
居
五
欲
、
　
　
　

不
能
捨
離
去
貪
嘆
。

直
爲

平

生

罪

業

重

、

只

恐

無

常

相

逼

迫

、

願

仏

慈

悲

度

弟

子

、

世

尊

當

聞

羅

卜

説

、

屈

指

先

論

四

諦

去
（
法
）

從

令

積

寶

凌

雲

漢

、

殃
入

（
及
）
慈
母
入
泉
門
。

苦
海
況
淪
生
死
津
。

學
道
専
心
報
二
親
。

知
其
正

宜
不
心
邪
。

後
聞
應
當
没
七
遮
。

不
及
交

（
教
）
人
躄
出
家
。

（
以
下

省
略

）

（

Ｉ

）
　

Ｒ

ｕ

ｄ

ｏ

ｌｐ

ｈ

　
ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｉ
ｈ
ｅ

ｒ

ｉｎ

ｇ

，
　

Ｖ
ｏ

ｒ
ｇ

ｅ
ｓ
ｃ
ｈ

ｉｃ

ｈ
ｔ
ｅ

　

ｄ
ｅ

ｒ

　
Ｉ
ｎ

ｄ
ｏ
ｅ
ｕ

ｒ
ｏ
ｐ

ａ

ｅ
ｒ

，
　

Ｌ
ｅ

ｉ
ｐ

ｚ

ｉｇ

１
８
９
４
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
遺
著
の
学
問
的
意
義
は
、
イ
ン
ド
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

の

起

源

論

争

に

ロ

ー

マ

法

学

者

と

し

て

取

り

組

み

、

一

定

の

解

答

を

試

み

た

点

に

あ

る

。

イ

ェ

ー

リ

ン

グ

の

思

想

史

的

立

場

は

、

ヘ

ル

ダ

ー

以

来

の

ド

イ

ツ

・

ロ

マ

ン

主

義

を

堅

持

し

て

い

る

。

（

２

）
　

Ｎ

ｉｃ
ｏ

ｌａ

ｕ

ｓ

　

Ｓ
ｏ

ｍ

ｂ
ａ

ｒ

ｔ
,
　

Ｄ

ｉｅ

　

Ｄ

ｅ
ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　

Ｍ

ａ

ｎ

ｎ

ｅ
ｒ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　

ｉ
ｈ

ｒ
ｅ

　

Ｆ

ｅ
ｉ

ｎ

ｄ
ｅ

，

Ｈ

ａ
ｎ

ｓ
ｅ
ｒ

， 　

Ｍ

ｔ
ｉｎ

ｃ

ｈ
ｅ

ｎ
-

Ｗ

ｉｅ

ｎ

，
　

１
９
９

１
　

（

邦

訳

、

田

村

和

彦

訳

『

男

性

同

盟

と

母

権

制

神

話

』

法

政

大

学

出

版

局

、

一

九

九

四

年

）

（

３

）
　

Ｍ

ａ

ｒ
ｔ
ｉ
ｎ

　

Ｇ

ｒ
ｅ

ｅ
ｎ

，
　

Ｔ

ｈ
ｅ

 

ｖ

ｏ
ｎ

　

Ｒ

ｉｃ
ｈ

ｔ
ｈ
ｏ

ｆ
ｅ
ｎ

　

Ｓ

ｉｓ

ｔｅ

ｒ
ｓ

，
　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ａ
ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　

ｏ

ｆ

Ｎ

ｅ
w

　

Ｍ

ｅ
ｘ

ｉ
ｃ
ｏ

　
Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ

ｓ

，
　
Ｎ

ｅ

ｗ

　

Ｙ
ｏ

ｒ

ｋ

，
　

１
９
７

４

独

訳

は

Ｅ

ｌｓ

ｅ

　
ｕ

ｎ

ａ

　
Ｆ

ｒ

ｉｅ

ｄ
ａ

，

Ｒ

ｉｃ
ｈ

ｔ
ｈ
ｏ
ｆ
ｅ
ｎ

　

Ｓ
ｃ

ｈ
ｗ

ｅ
ｓ

ｔｅ
ｒ
ｎ

，

ＸＸ
ｅ
ｎ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ

ｅ
ｒ

 

ｌ
ａ
ｓ

ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

ｂ
ｕ

ｃ

ｈ

 

Ｖ
ｅ
ｒ

ｌ
ａ
ｇ

，

Ｍ

ｕ
ｎ

ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

，
　
１

９
７

６

邦

訳

は

塚

本

明

子

訳

『

リ

ヒ

ト

ホ

ー

フ

ェ

ン

姉

妹

－

思

想

史

の

な

か

の

女

性

』

（

み

す

ず

書

房

、

二

〇

〇

三

年

）

Ｍ

ａ

ｒ
ｔ
ｉ
ｎ

　

Ｇ

ｒ
ｅ

ｅ
ｎ

， 　

Ｍ

ｏ
ｕ

ｎ

ｔａ

ｉｎ

 

ｏ
ｆ

　

Ｔ

ｒ
ｕ

ｔ
ｈ
：

　

Ｃ
ｏ

ｕ
ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｃ
ｕ

ｌ
ｔｕ

ｒ
ｅ

　

Ｂ

ｅ
ｇ

ｉｎ

ｓ

　

Ａ

ｓ
-

ｃ
ｏ

ｎ
ａ

　

１

９

０

０
-

１

９
２

０

，
　

Ｔ

ｕ

ｆ
ｔ
ｓ

　

Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　

Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

，
　

Ｈ

ａ

ｎ

ｏ

ｖ

ｅ
ｒ

　
ａ
ｎ

ｄ
　

Ｌ
ｏ

ｎ
-

ｄ
ｏ
ｎ

，

１
９
８
６
邦
訳
は
進
藤
英
樹
訳
『
真
理
の
山
‐
－
ア
ス
コ
ー
ナ
対
抗
文
化
年

代

記

』

（

平

凡

社

、

一

九

九

八

年

）
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Ｍ

ａ
ｒ

ｔ
ｉｎ

　

Ｇ

ｒ
ｅ

ｅ
ｎ

，
　

Ｏ

ｔ
ｔ
ｏ

　

Ｇ

ｒ
ｏ
ｓ
ｓ

，
　

Ｆ

ｒ
ｅ
ｕ

ｄ

ｉａ

ｎ

　

Ｐ

ｓ
ｙ

ｃ

ｈ
ｏ
ａ
ｎ

ａ

ｌｙ

ｓ

ｔ
　

１

８

７

７
-

１

９

２

０

，

Ｌ

ｉ
ｔｅ
ｒ

ａ

ｔ
ｕ
ｒ

ｅ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ

ｓ

，
　
Ｅ

ｄ
w

ｉ
ｎ

　
Ｍ

ｅ

ｌ
ｌｅ

ｎ

　
Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

，
　
Ｎ

ｅ
w

　
Ｙ

ｏ
ｒ

ｋ

， 　

１
９

９
９

（

４

）
　

Ｈ

ａ
ｎ

ｓ

　

Ｔ

ｈ

ｏ
ｍ

ａ

ｓ

　

Ｈ

ａ

ｋ

ｌ
， 　

Ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｖ
ｅ
ｒ

ｂ
ｏ
ｒ
ｇ

ｅ
ｎ

ｅ

　

Ｇ

ｅ
ｉ
ｓ
ｔ

　
ｖ
ｏ
ｎ

　

Ｅ

ｒ

ａ
ｎ

ｏ

ｓ
，

　

Ｕ

ｎ
-

ｂ
ｅ
ｋ
ａ
ｎ

ｎ

ｔ
ｅ

　

Ｂ

ｅ
ｇ
ｅ
ｇ

ｎ

ｕ

ｎ
ｇ

ｅ
ｎ

　

ｖ
ｏ

ｎ

　

Ｗ

ｉｓ
ｓ
ｅ
ｎ

ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ

ｔ
　

ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｅ

ｓ
ｏ

ｔ
ｈ
ｅ
ｒ

ｉ
ｋ
,
　

Ｖ

ｅ
ｒ

ｌａ

ｇ

Ｎ

ｅ
ｕ

ｅ

　
Ｗ

ｉｓ

ｓ
ｅ
ｎ

ｓ

ｃ

ｈ
ａ

ｆ
ｔ

，
　
Ｂ

ｒ

ｅ
ｔ
ｔ
ｅ

ｎ

　
２

０
０
１

（

５

）

Ｐ

ｅ

ｔ
ｅ
ｒ

　

Ｈ

ｏ
ｐ

ｋ

ｉｒ

ｋ
,

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｇ

ｒ
ｅ
ａ

ｔ
　

Ｇ

ａ

ｍ

ｅ

，
　

Ｏ

ｎ

　
Ｓ

ｅ
ｃ
ｒ

ｅ
ｔ

　
Ｓ

ｅ
ｒ
ｖ

ｉｃ
ｅ

　

ｉ
ｎ

　

Ｈ

ｉｇ

ｈ

Ａ

ｓ
ｉ
ａ

， 　

Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ

　
Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　
Ｐ
ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

，
　
１

９
９

０
.
　

ま

た

金

子

民

雄

『

西

域
　

探

検

の

世

紀

』

（

岩

波

新

書

、

二

〇

〇

二

年

）

。

こ

う

し

た

中

央

ア

ジ

ア

を

中

心

と

す

る

グ

レ

ー

ト

・

ゲ

ー

ム

の

小

説

化

は

、

ノ

ー

ベ

ル

賞

作

家

ル

ジ

ャ

ー

ド

ー

キ

″

ブ

リ

ン

ク

の

小

説

『

少

年

キ

ム

』

（

Ｒ

ｕ

ｄ
ｙ

ａ

ｒ

ｄ

　

Ｋ

ｉ
ｐ

ｌ
ｉ
ｎ

ｇ
,

　

Ｋ

ｉｍ

，
　

Ｐ

ｅ
ｎ

ｇ

ｕ

ｉｎ

Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
ｓ
，
　
２
０
０
０
）

（

６

）
　

岩

本

裕

『

目

連

伝

説

と

盂

蘭

盆

』

仏

教

説

話

文

学

研

究

第

三

、

法

蔵

館

。

昭

和

四

九

年

、

一

九

四

頁

、

ま

た

目

連

に

つ

い

て

は

玉

置

韜

晃

『

盂

蘭

盆

経

證

讃

』

明

治

書

院

、

昭

和

一

〇

年

、

三

二

頁

以

下

。

（

７

）
　

項

楚

『

敦

煌

変

文

選

注

』

（

増

訂

本

）

上

、

中

華

書

局

、

北

京

、

二

〇

〇

六

年

、

八

四

二

頁

以

下

に

よ

る

。

本

書

の

注

解

は

、

か

つ

て

始

め

て

敦

煌

変

文

集

（
二
冊
）
を
世
に
送
っ
た
王
重
民
版
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
極
め
て

詳

細

で

あ

る

。

（

８

）
　

川

口

久

雄

編

『

大

目

乾

連

冥

間

救

母

変

文

』

、

敦

煌

資

料

と

日

本

文

学

Ⅲ

、

大

東

文

化

大

学

東

洋

研

究

所

、

昭

和

五

九

年

。

な

お

、

ニ

ベ

ー

ジ

程

度

の

断

片

で
あ
る
S
.
 
4
5
6
4
の
影
印
と
翻
刻
は
下
記
。
黒
田
彰
『
中
世
説
話
の
文
学
史

的

環

境

』

（

和

泉

書

院

、

昭

和

六

二

年

）
　

一

一

二

～

二

三

一
頁

。

（
や
ま
ぐ
ち
・
み
ち
ひ
こ
、
法
哲
学
・
法
思
想
史
・
法
曹
倫
理
、

日

本

大

学

大

学

院

法

務

研

究

科

教

授

）
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